
     （上田市交流文化芸術センター館長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：

下記のとおり物品販売を申請します。

販売単価（税込）

1

2

3

4

5

6

7

8

住　　所

氏　　名

電　　話

携帯番号

（注1）販売終了後は、売上の金額に関わらず、速やかに「物品販売売上報告書」をご提出ください。

（注2）物販手数料として売上総額の5％を頂きます（売上総額が3,000円未満の場合を除く）。

（注3）実際の販売物及び金額と大きく相違が認められる場合は、販売を中止していただく場合がございます。

　上記販売を許可します。

様

（交流文化芸術センター館長）

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　上田市長　斉藤　達也

〒

販 売 物 品 名

販 売 単 価 （ 税 込 ）

販 売 責 任 者 名

利 用 の 日 時
令和　　　年　　　　月　　　　日　　　（　　　　）

主 に 利 用 す る 施 設 大ホール　・　小ホール　・　大スタジオ　・　多目的ルーム　

物　　　　品　　　名

利 用 の 目 的
行事の名称

行事の内容

上田市交流文化芸術センター物品販売許可申請書

令和　　　年　　　月　　　日

　　上田市長　　斉藤　達也　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人又は団体にあっては、団体名及び代表者氏名）


